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 建交労神奈川県南支部三昭運輸分会争議は

９月２８日に行なわれた中労委第７回期日で

和解への最終調整がすすめられた結果、労使

の合意に達し和解が成立しました。 

 これまで本争議に大きなご支援・ご協力を

頂きました全労連・神奈川労連・建交労をは

じめ全国の地方・地域労連・産別組織のみな

さまに心から感謝しお礼を申し上げます。 

和解内容の詳細や評価などは、建交労神奈

川県南支部三昭運輸分会対策会議から後日報

告されると思いますが三昭運輸分会の争議は 和解成立後に中労委労働側控室に集合した参加者 

2021年 2月 8日の神奈川県労働委員会初審命令を不服として同年 2月 24日に再審査を請
求してから 1年 7か月、神奈川県労委に不当労働行為救済申立（2017年 12月 20日）を

行ってからは既に 4年 9ヶ月の長い時間が経過しています。 

和解内容は十分に満足すると言えるものではありませんが、中央労働委員会という公的

機関において健全な労使関係を構築するためのスタートラインに立てたこと、三昭運輸の

争議を惹起してきた※特定社会保険労務士の不適切な行為を社会的に糾弾し得たことは、

４年９ヶ月のたたかいの重要な到達点です。併せてこの到達点は全国の仲間の支えがあっ

てこそのものであることを建交労神奈川県南支部はつよく認識するものです。 

 今後の中心課題は、中労委の和解内容である「団体交渉などにおける労使の責務（健全

な労使関係づくり）」を誠実に履行していくことです。（文責：赤羽） 
※東京都社会保険労務士会は、建交労の求めに応じて 2019 年 3 月 26日の理事会で、当該Ｔ会員の団

体交渉における言動及び態様等が会則第 43 条（信用失墜行為の禁止及び指導）及び同第 43 条の 2

（適正な労使関係を損なう行為の禁止及び指導）に抵触するおそれがあるとし、Ｔ会員に対する社

会保険労務士法第 25 条の 33 及び会則第 47 条の「注意勧告」を議決し、同会員に意勧告書を送達、

さらに東京労働局長及び関東信越厚生局長へ書面にて当該注意勧告の内容について報告しました。

 Ｔ社労士はこの注意勧告を不服とし取消しを求め東京地裁に提訴しましたが、2021 年 12 月 24 日

の判決で敗訴、控訴を試みたものの程なくこれを取り下げて敗訴が確定しています。 

 

 

 建交労神奈川県本部は第 24回定期大会を 10月 2日（日）13：30から川崎市教育文化

会館で開催します。また、神奈川県南支部は 10月 7日午前 10時から東神ＴＳでトラック

の日の宣伝行動を実施します。各分会は２つの取組みに積極的な参加をお願いします。 

三昭運輸争議９/２８中労委で和解成立！
ご支援を頂いた全国の皆様にお礼を申し上げます 

10/2 神奈川県本部第２４回定期大会開催！10/7 東神ＴＳで宣伝行動を実施！ 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


